
事業報告書 

指定試験機関名：一般社団法人全日本着付け技能センター 

検 定 職 種：着付け 

事 業 年 度：令和４年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日） 

事 項 状 況 

実施した技能検定の概要 別紙「技能検定実施結果報告書」のとおり 

１ 試験科目の認定等 

(1) 指定試験機関技能検定委

員の選任の状況

【能開則第63条の９第３項及び

第４項に関する事項についての

状況】 

指定試験機関技能検定委員28名（別紙のとおり） 

うち、試験問題作成委員12名 

実技試験採点委員16名 

(2) 試験問題等の作成等の状

況

【能開則第63条の９第１項に関

する事項についての状況】 

指定試験機関技能検定委員会を2回開催した。 

そのうち、実技試験問題作成に係るもの 2回 

 学科試験問題作成に係るもの 2回 

(3) 試験問題の水準調整の状

況

【能開則第63条の９第１項に関

する事項についての状況】 

令和4年4月22日、東京において開催した。 

２ 技能検定試験の実施等 

(1) 公示・公表の状況

① 実施公示の状況

【技能検定実施計画において規

定される指定試験機関が行う実

施公示の状況】 

運営するホームページ上において、令和4年3月1日から掲載し、公示した。 

② 実技試験問題の概要、

合否基準並びに試験問題

及びその正答の公表の状

況

【規則第63条の６第２項に関す

る事項のうち、公表に関する計

画】 

実技試験問題については、運営するホームページ上において、令和4年3月1日か

ら掲載し、公示した。 

 また、各受検者に対する受検票の送付に併せて、実技試験問題を送付し

た。 

合否基準は、公示に記載して公表した。 

学科試験は実施しなかった。 

(2) 受検申請書の受付の状況

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

 実技試験については令和4年3月1日から4月15日にかけて受付を行い、1,214件（１

級947件、２級267件）の申請を受け付けた。 

(3) 受検資格審査及び試験免 受検資格を審査した結果、受検資格を満たさなかった者、試験免除資格に該当し



除資格審査の状況 

【能開則第64条の７及び第65条

の２の運用状況】 

なかった者はいなかった。 

 

  

(4) 受検票等の交付に係る状

況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

学科試験については実施しなかった。 

実技試験については令和4年5月27日に、受検票を受検者あてに発送した。 

  

(5) 実技試験の実施の状況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

 別紙の通り 

 

(6) 学科試験の実施の状況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

 学科試験は、実施しなかった。 

  

 

(7) 試験の合否判定等の状況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

学科試験は実施しなかったため、合否判定しなかった。。 

実技試験は、合否判定基準に基づき786名（１級566名、２級220名）を合格と判

定した。  

(8) 合格者の発表等の状況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

 令和5年1月20日の厚生労働省による技能検定の合格決定に基づき、令和5年1月3

1日に合格通知を合格者あて発送した。 

  

(9) 合格証書の交付等の状況 

【法第49条、能開則第68条の２に

関する事項についての状況】 

  

３ その他 

(1) 秘密保持義務、業務制限の

周知状況 

 

 

 

試験業務に従事する役員、職員については、令和4年6月10日、平成25年3月5日付

け厚生労働省職業能力開発局長通知及び能力評価課長通知、秘密資料の取扱い手順

書、技能検定着付け職種試験業務規程、指定試験機関技能検定委員選任規程、指定

試験機関技能検定委員の秘密保持に関する規程、役員及び職員の秘密保持に関する

規程、服務規程、内部監査規程を資料として、①秘密保持義務及び疑惑行為の禁止

に係る業務制限が課せられていること ②秘密資料の範囲、期間、取扱い ③みな

し公務員としての取扱いについて説明し、秘密保持義務、業務制限、秘密資料の取

扱い等の周知を図った。 

 

検定委員全員については、 

・令和4年4月22日：令和4年度第1回水準調整会議において、平成25年3月5日付け

厚生労働省職業能力開発局長通知及び能力評価課長通知、秘密資料の取扱い手順

書、技能検定着付け職種試験業務規程、指定試験機関技能検定委員選任規程、指定

試験機関技能検定委員の秘密保持に関する規程、役員及び職員の秘密保持に関する



規程、服務規程、内部監査規程を資料として、①秘密保持義務及び疑惑行為の禁止

に係る業務制限が課せられていること ②秘密資料の範囲、期間、取扱い ③みな

し公務員としての取扱いについて説明し、秘密保持義務、業務制限、秘密資料の取

扱い等の周知を図った。 

 

役員、検定委員の一部については、 

・令和4年4月19日：令和4年度第1回理事会  

・令和4年6月9日：令和4年度第2回理事会  

・令和4年6月23日：令和4年度通常総会  

・令和5年1月13日：令和4年度第4回理事会  

・令和5年3月24日：令和4年度第5回理事会  

において、関係する諸規定（「秘密資料の取扱い手順書」「技能検定着付け職種

試験業務規程」、「指定試験機関技能検定委員選任規程」、「指定試験機関技

能検定委員の秘密保持に関する規程」、「役員及び職員の秘密保持に関する

規程」、「内部監査規程」、「服務規程」、「技能検定事務手引」）によって秘密

保持義務、業務制限、コンプライアンス等の周知を図った。 

  

(2) 試験業務に関する内部監

査の実施状況 

 

 監査担当者である磯野真一理事と加藤厚治監事（公認会計士）の2名に

より、令和5年3月27日に全日本着付け技能センターが行う試験業務を対象

に内部監査を行った。監査結果は別紙のとおり。 

(3) 合格証書の再交付等の状

況 

【法第49条、能開則第69条に関す

る事項についての状況】 

再交付の申請に基づき、１級について2件の再交付を行った。 

(4) 特例講習の実施状況 

 

 なし（実施期間終了のため） 

  

 



別紙

                            

１　実施日程

公示日及び受験案内

・申請書配布期間

平成34年3月1日 平成34年3月1日 平成34年6月14日 平成35年1月31日

第１回 ～4月15日 ～4月15日 ～11月28日

平成34年3月1日 平成34年3月1日 平成34年6月14日 平成35年1月31日

～4月15日 ～4月15日 ～11月28日

２　試験実施会場

学科

実技 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

学科

実技 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

等級

等級 学科・実技 試験会場

受検申請受付期間 試験日・期間 合格発表

学科

実技

学科

学科・実技

実技

実施回

令和4年度技能検定実施結果報告書

１級

第１回

１級

２級

２級

実施回




